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(57)【要約】
【課題】  ＴＦＴの特性ばらつきの補償機能を有する画
素回路の場合には、電圧書き込み型の基本的な画素回路
に比べて素子数が多くなる。
【解決手段】  アクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装
置において、２個のＴＦＴ２１，２３および１個のキャ
パシタ２２からなり、輝度情報に応じた電流を有機ＥＬ
素子に流す画素回路を、上下に隣り合う２画素の有機Ｅ
Ｌ素子１１Ａ，１１Ｂに対して共通に設け、有機ＥＬ素
子１１Ａ，１１Ｂを選択用ＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂで適宜
選択することによって当該画素回路を上下に隣り合う２
画素間で時分割的に共用するようにし、１画素当たりの
画素回路の素子数を削減する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  流れる電流によって輝度が変化する電気
光学素子を有する画素がマトリクス状に配置されてなる
アクティブマトリクス型表示装置であって、
複数の画素に対して共通に設けられ、データ線を通して
与えられる輝度情報に応じた電流を前記複数の画素の各
電気光学素子に流す画素回路と、
前記複数の画素の中から前記画素回路の駆動対象となる
画素の電気光学素子を選択する選択手段とを備えたこと
を特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項２】  前記画素回路は、隣り合う２行の各画素
に対して共通に設けられ、奇数行の画素全体への輝度情
報の書き込みと、偶数行の画素全体への輝度情報の書き
込みとを交互に行うことを特徴とする請求項１記載のア
クティブマトリクス型表示装置。
【請求項３】  前記画素回路は、隣り合う２行の各画素
に対して共通に設けられ、第１のデータ線上の画素にお
いて、奇数行の画素全体への輝度情報の書き込みと、偶
数行の画素全体への輝度情報の書き込みとを交互に行う
一方、前記第１のデータ線上の奇数行の画素に輝度情報
の書き込みが行われる間、これに隣接する第２のデータ
線上の偶数行の画素に対して輝度情報の書き込みを行
い、前記第１のデータ線上の偶数行の画素に輝度情報の
書き込みが行われる間、前記第２のデータ線上の奇数行
の画素に対して輝度情報の書き込みを行うことを特徴と
する請求項１記載のアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項４】  第１,第２の電極およびこれら電極間に
発光層を含む有機層を有する有機エレクトロルミネッセ
ンス素子を表示素子として有する画素がマトリクス状に
配置されてなるアクティブマトリクス型有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置であって、
複数の画素に対して共通に設けられ、データ線を通して
与えられる輝度情報に応じた電流を前記複数の画素の各
有機エレクトロルミネッセンス素子に流す画素回路と、
前記複数の画素の中から前記画素回路の駆動対象となる
画素の有機エレクトロルミネッセンス素子を選択する選
択手段とを備えたことを特徴とするアクティブマトリク
ス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】  前記画素回路は、隣り合う２行の各画素
に対して共通に設けられ、奇数行の画素全体への輝度情
報の書き込みと、偶数行の画素全体への輝度情報の書き
込みとを交互に行うことを特徴とする請求項４記載のア
クティブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス表
示装置。
【請求項６】  前記画素回路は、隣り合う２行の各画素
に対して共通に設けられ、第１のデータ線上の画素にお
いて、奇数行の画素全体への輝度情報の書き込みと、偶
数行の画素全体への輝度情報の書き込みとを交互に行う
一方、前記第１のデータ線上の奇数行の画素に輝度情報
の書き込みが行われる間、これに隣接する第２のデータ

2
線上の偶数行の画素に対して輝度情報の書き込みを行
い、前記第１のデータ線上の偶数行の画素に輝度情報の
書き込みが行われる間、前記第２のデータ線上の奇数行
の画素に対して輝度情報の書き込みを行うことを特徴と
する請求項４記載のアクティブマトリクス型有機エレク
トロルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、各画素毎に能動素
子を有して当該能動素子によって画素単位で表示制御が
行われるアクティブマトリクス型表示装置に関し、特
に、流れる電流によって輝度が変化する電気光学素子を
画素の表示素子として用いるアクティブマトリクス型表
示装置および電気光学素子として有機材料のエレクトロ
ルミネッセンス(以下、有機ＥＬ(electroluminescence)
 と記す)素子を用いるアクティブマトリクス型有機ＥＬ
表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】表示装置、例えば画素の表示素子として
液晶セルを用いた液晶表示装置などにおいては、多数の
画素をマトリクス状に配列し、表示すべき画像情報に応
じて画素毎に光強度を制御することによって画像の表示
駆動が行われるようになっている。この表示駆動は、画
素の表示素子として有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬ表示
装置などでも同様である。
【０００３】ただし、有機ＥＬ表示装置の場合には、画
素の表示素子として発光素子を用いる、いわゆる自発光
型の表示装置であるため、液晶表示装置に比べて画像の
視認性が高い、バックライトが不要、応答速度が速い等
の利点を有する。また、各発光素子の輝度はそれに流れ
る電流値によって制御される、即ち有機ＥＬ素子が電流
制御型であるという点で、液晶セルが電圧制御型である
液晶表示装置などとは大きく異なる。
【０００４】有機ＥＬ表示装置においては、液晶表示装
置と同様、その駆動方式として、単純（パッシブ）マト
リクス方式とアクティブマトリクス方式とを採ることが
できる。ただし、前者は構造が単純であるものの、大型
かつ高精細のディスプレイの実現が難しいなどの問題が
ある。このため、近年、画素内部の発光素子に流れる電
流を、同様に画素内部に設けた能動素子（一般には、薄
膜トランジスタ(ThinFilm Transistor；ＴＦＴ)によっ
て制御する、アクティブマトリクス方式の開発が盛んに
行われている。
【０００５】図８に、アクティブマトリクス型有機ＥＬ
表示装置における電圧書き込み型の画素回路（単位画素
の回路）の回路例を示す（より詳細には、米国特許第
５，６８４，３６５号公報、特開平８－２３４６８３号
公報を参照）。
【０００６】この回路例に係る画素回路は、図８から明
らかなように、カソード（陰極）が接地された有機ＥＬ
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素子１０１と、有機ＥＬ素子１０１のアノード（陽極）
にドレインが接続され、正電源Ｖｃｃにソースが接続さ
れたＴＦＴ１０２と、ＴＦＴ１０２のゲートと正電源Ｖ
ｃｃとの間に接続されたキャパシタ１０３と、ＴＦＴ１
０２のゲートにドレインが、データ線１０５にソースが
それぞれ接続されたＴＦＴ１０４とを有し、ＴＦＴ１０
４のゲートに走査線１０６を通して走査パルスが与えら
れる構成となっている。
【０００７】ここで、有機ＥＬ素子は多くの場合整流性
があるため、ＯＬＥＤ(Organic Light Emitting Diode)
と呼ばれることがある。したがって、図８およびその他
の図では、有機ＥＬ素子としてダイオードの記号を用い
て示している。ただし、以下の説明において、有機ＥＬ
素子には必ずしも整流性を要求するものではない。
【０００８】上記構成の画素回路の動作は次の通りであ
る。先ず、走査線１０６の電位を選択状態（ここでは、
高レベル）とし、データ線１０５に書き込み電位Ｖｗを
印加すると、ＴＦＴ１０４が導通してキャパシタ１０３
が充電または放電され、ＴＦＴｌ０２のゲート電位は書
き込み電位Ｖｗとなる。次に、走査線１０６の電位を非
選択状態（ここでは、低レベル）とすると、走査線１０
６とＴＦＴｌ０２とは電気的に切り離されるが、ＴＦＴ
ｌ０２のゲート電位はキャパシタ１０３によって安定に
保持される。
【０００９】そして、ＴＦＴｌ０２および有機ＥＬ素子
１０１に流れる電流は、ＴＦＴｌ０２のゲート・ソース
間電圧Ｖｇｓに応じた値となり、有機ＥＬ素子１０１は
その電流値に応じた輝度で発光し続ける。ここで、走査
線１０６を選択してデータ線１０５に与えられた輝度情
報を画素内部に伝える動作を、以下、「書き込み」と呼
ぶこととする。上述のように、図８に示す画素回路で
は、一度電位Ｖｗの書き込みを行えば、次に書き込みが
行われるまでの間、有機ＥＬ素子１０１は一定の輝度で
発光を継続する。
【００１０】このような画素回路（以下、単に画素と記
す場合もある）１１１を図９に示すようにマトリクス状
に多数並べ、走査線１１２－１～１１２ｎを走査線駆動
回路１１３によって順次選択しながら、電圧駆動型のデ
ータ線駆動回路１１４からデータ線１１５－１～１１５
－ｍを通して書き込みを繰り返すことにより、アクティ
ブマトリクス型表示装置（有機ＥＬ表示装置）を構成す
ることができる。ここでは、ｎ行×ｍ列の画素配列を示
している。この場合、当然のことながら、走査線がｎ
本、データ線がｍ本となる。
【００１１】単純マトリクス型表示装置では、各発光素
子は、選択された瞬間にのみ発光するのに対し、アクテ
ィブマトリクス型表示装置では、書き込み終了後も発光
素子が発光を継続する。このため、アクティブマトリク
ス型表示装置は、単純マトリクス型表示装置に比べて発
光素子のピーク輝度、ピーク電流を下げられるなどの点
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で、とりわけ大型・高精細のディスプレイでは有利とな
る。
【００１２】ところで、アクティブマトリクス型有機Ｅ
Ｌ表示装置においては、能動素子として一般に、ガラス
基板上に形成された絶縁ゲート型薄膜電界効果トランジ
スタ（ＴＦＴ）が利用される。ところが、このＴＦＴの
形成に使用されるアモルファスシリコン（非晶質シリコ
ン）やポリシリコン（多結晶シリコン）は、単結晶シリ
コンに比べて結晶性が悪く、導電機構の制御性が悪いた
めに、形成されたＴＦＴは特性のばらつきが大きいこと
が良く知られている。
【００１３】特に、比較的大型のガラス基板上にポリシ
リコンＴＦＴを形成する場合には、ガラス基板の熱変形
等の問題を避けるため、通常、アモルファスシリコン膜
の形成後、レーザアニール法によって結晶化が行われ
る。しかしながら、大きなガラス基板に均一にレーザエ
ネルギーを照射することは難しく、ポリシリコンの結晶
化の状態が基板内の場所によってばらつきを生ずること
が避けられない。この結果、同一基板上に形成したＴＦ
Ｔでも、その閾値電圧Ｖｔｈが画素によって数百ｍＶ、
場合によっては１Ｖ以上ばらつくこともまれではない。
【００１４】この場合、例えば異なる画素に対して同じ
電位Ｖｗを書き込んでも、画素によってＴＦＴの閾値電
圧Ｖｔｈがばらつくことになる。これにより、有機ＥＬ
素子に流れる電流Ｉｄｓは画素毎に大きくばらついて全
く所望の値からはずれる結果となり、ディスプレイとし
て高い画質を期待することはできない。このことは、閾
値電圧Ｖｔｈだけでなく、キャリアの移動度μなどのば
らつきについても同様に言える。
【００１５】かかる問題を改善するために、従来、以下
に説明する２つの画素回路が提案されている。その一つ
の従来例（以下、従来例１と称す）に係る画素回路の回
路例を図１０に示す。
【００１６】この従来例１に係る画素回路は、図１０か
ら明らかなように、カソードが接地された有機ＥＬ素子
１２１と、有機ＥＬ素子１２１のアノードにドレインが
接続されたＴＦＴ１２２と、ＴＦＴ１２２のソースにド
レインが接続され、正電源Ｖｃｃにソースが接続された
ＴＦＴ１２３と、ＴＦＴ１２３のゲートとドレインとの
間に接続されたＴＦＴ１２４と、ＴＦＴ１２３のゲート
に一端が接続されたキャパシタ１２５と、キャパシタ１
２５の他端と正電源Ｖｃｃとの間に接続されたキャパシ
タ１２６と、キャパシタ１２５の他端にドレインが、デ
ータ線１２８にソースがそれぞれ接続されたＴＦＴ１２
７とを有し、ＴＦＴ１２７のゲートに走査線１２９を通
して走査パルスが、ＴＦＴ１２２のゲートに駆動線１３
０を通して駆動パルスが、ＴＦＴ１２４のゲートにリセ
ット線１３１を通してリセットパルスが与えられる構成
となっている。
【００１７】続いて、上記構成の従来例１に係る画素回



(4) 特開２００３－１２２３０６

10

30

40

50

5
路の回路動作について、図１１のタイミングチャートを
用いて説明する。
【００１８】先ず、データの書き込みに先立って走査線
１２９およびリセット線１３１を選択状態（共に高レベ
ル）とし、スイッチ用ＴＦＴ１２４によって駆動用ＴＦ
Ｔ１２３のゲート・ドレイン間を短絡する。次に、駆動
線１３０を非選択状態（高レベル）とすると、駆動用Ｔ
ＦＴ１２３と有機ＥＬ素子１２１との間に介在するスイ
ッチ用ＴＦＴ１２２がオフ状態となる。これにより、駆
動用ＴＦＴ１２３のドレイン電位が上昇する。
【００１９】一方、スイッチ用ＴＦＴ１２４がオン状態
にあり、駆動用ＴＦＴ１２３のゲート・ドレイン間が電
気的に短絡されているためにそのゲート電位も上昇し、
これがＶｃｃ－｜Ｖｔｐ｜となった時点で安定状態とな
る（これを以後リセット状態と呼ぶことがある）。ここ
で、｜Ｖｔｐ｜は駆動用ＴＦＴ１２３の閾値電圧の絶対
値である。リセット動作が完了したら、リセット線１３
１を非選択状態（低レベル）とし、データ線１２８に輝
度情報に応じた電圧を印加する。 *

6
*【００２０】データ線１２８の電位は、図１１に示すよ
うに、リセット動作中は一定の基準電位とされており、
リセット動作後に電圧ΔＶだけ低下する。その状態で走
査線１２９を非選択状態とすることで、当該画素への書
き込み動作が完了する。データ線１２８と駆動用トラン
ジスタ１２３のゲートとはキャパシタ１２５によって容
量結合されているため、データ線１２８の電位は駆動用
ＴＦＴ１２３のゲートに直接伝わることなく、概ねデー
タ線１２８の電位変化分ΔＶが伝達される。その後、駆
動線１３０を選択状態（低レベル）とすると、書き込ま
れたデータに応じた電流がスイッチ用ＴＦＴ１２２を通
して有機ＥＬ素子１２１に流れる。これにより、有機Ｅ
Ｌ素子１２１は、書き込まれたデータに応じた輝度で発
光する。
【００２１】ところで、駆動用ＴＦＴ１２３が飽和領域
で動作すると仮定すれば、駆動用ＴＦＴ１２３に流れる
電流Ｉｄｓは、良く知られたＭＯＳトランジスタの式に
よって（１）式のように表される。

    Ｉds＝μＣox・Ｗ／Ｌ／２（Ｖcc－Ｖｇ－｜Ｖtp｜）2   ……（
１）ここで、μはキャリアの移動度、Ｃｏｘは単位面積当た

りのゲート容量、Ｗはチャネル幅、Ｌはチャネル長であ
る。

【００２２】ゲート電位Ｖｇは、前述したリセット動作
によって、データ書き込みの直前にはＶｃｃ－｜Ｖｔｐ
｜となっているが、書き込み終了直後には

    Ｖｇ＝Ｖcc－｜Ｖtp｜－ΔＶ                          ……（２）
となる。これを（１）式に代入すれば、

    Ｉds＝μＣox・Ｗ／Ｌ／２・ΔＶ2                     ……（３）
が得られる。（３）式はＶｔｐを含まないことから、駆
動用ＴＦＴ１２３を流れる電流Ｉｄｓは、閾値電圧Ｖｔ
ｐのばらつきに影響されないことがわかる。
【００２３】他の従来例（以下、従来例２と称す）に係
る画素回路として、図１２に示す電流書き込み型の画素
回路が本願発明者によって提案されている（その詳細に
ついては、国際公開番号ＷＯ０１－０６４８４公報参
照）。
【００２４】この従来例２に係る画素回路は、図１２か
ら明らかなように、カソードが接地された有機ＥＬ素子
１４１と、有機ＥＬ素子１４１のアノードにドレインが
接続され、正電源Ｖｃｃにソースが接続されたＴＦＴ１
４２と、このＴＦＴ１４２のゲートとグランドとの間に
接続されたキャパシタ１４３と、ＴＦＴ１４２のゲート
にドレインが接続されたＴＦＴ１４４と、ＴＦＴ１４４
のソースがゲートおよびドレインが接続され、正電源Ｖ
ｃｃにソースが接続されたＴＦＴ１４５と、ＴＦＴ１４
５のゲート・ドレインとデータ線１４７との間に接続さ
れたＴＦＴ１４６とを有し、ＴＦＴ１４４，１４６の各
ゲートに走査線１４８を通して走査パルスが与えられる
構成となっている。
【００２５】この従来例２に係る画素回路は、図８およ
び図１０の各画素回路では輝度データが電圧の形で与え
られるのに対して、輝度データが電流の形で与えられる

ことが大きな特徴である。その動作は次の通りである。
【００２６】先ず、輝度データの書き込み時には、走査
線１４８を選択状態（高レベル）にし、データ線１４７
に輝度データに応じた書き込み電流Ｉｗを流す。この書
き込み電流Ｉｗは、ＴＦＴ１４６を通してＴＦＴ１４５
に流れる。このとき、ＴＦＴ１４４がオン状態にあるこ
とから、ＴＦＴ１４２とＴＦＴ１４５とはカレントミラ
ー回路を形成する。ここで、両トランジスタ１４２，１
４５は小さな画素内部に近接して配置されるためほぼ同
一の特性を有している。
【００２７】その結果、ＴＦＴ１４２には、書き込み電
流Ｉｗに比例した駆動電流Ｉｄが流れる。駆動電流Ｉｄ
と書き込み電流Ｉｗとの比は、ＴＦＴ１４２とＴＦＴ１
４５とのチャネル幅／チャネル長の比を適宜設定するこ
とによって自由に選ぶことができ、ＴＦＴ１４２，１４
５の閾値電圧やキャリアの移動度の値そのものには影響
されないので、全画面（全画素領域）に亘って閾値電圧
やキャリアの移動度のばらつきによらず、所望の輝度で
各画素の有機ＥＬ素子１４１を発光させることが可能で
ある。
【００２８】
【発明が解決しようとする課題】上述したことから明ら
かなように、ＴＦＴの特性ばらつきの補償機能を有する
画素回路、即ち図１０に示す従来例１に係る画素回路あ
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7
るいは図１２に示す従来例２に係る画素回路では、ＴＦ
Ｔの閾値電圧やキャリアの移動度のばらつきによらず、
所望の輝度で各画素の発光素子を発光させることができ
るという大きな特長を持つのであるが、その反面、図８
に示す電圧書き込み型の基本的な画素回路に比べて素子
数が増加するという欠点がある。
【００２９】すなわち、図８に示す画素回路の場合には
トランジスタ２個で構成されるのに対し、図１０および
図１２に示す各画素回路の場合にはトランジスタが４個
必要であり、図１０の画素回路ではさらにキャパシタの
数も１個多くなる。ＴＦＴの特性ばらつきによる画質劣
化の対策としては、図１０や図１２に示す画素回路以外
にも種々の回路的工夫がなされた画素回路が提案されて
いるが、いずれも素子数の増加は免れない。このよう
に、１画素当たりの画素回路の素子数が多いと、製造歩
留まりの低下を招き易く、さらには画素面積を縮小し難
いことから、画素ピッチを大きくとらざるを得なく、高
解像度化の妨げとなる。
【００３０】本発明は、上記課題に鑑みて為されたもの
であり、その目的とするところは、１画素当たりの画素
回路の素子数を削減することにより、製造歩留まりの向
上、さらには画素面積の縮小化、それに伴う高解像度化
を可能としたアクティブマトリクス型表示装置およびア
クティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置を提供すること
にある。
【００３１】
【課題を解決するための手段】本発明によるアクティブ
マトリクス型表示装置は、流れる電流によって輝度が変
化する電気光学素子を有する画素がマトリクス状に配置
されてなり、複数の画素に対して共通に設けられ、デー
タ線を通して与えられる輝度情報に応じた電流を複数の
画素の各電気光学素子に流す画素回路と、複数の画素の
中から画素回路の駆動対象となる画素の電気光学素子を
選択する選択手段とを備えた構成となっている。また、
この表示装置は、電気光学素子として有機ＥＬ素子を用
いるアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置に適用さ
れる。
【００３２】上記構成のアクティブマトリクス型表示装
置またはアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置にお
いて、画素回路は複数の画素に対して共用され、複数の
画素の中から選択手段によって駆動回路の駆動対象とし
て時分割的に選択された画素の電気光学素子または有機
ＥＬ素子に対して、データ線を通して与えられる輝度情
報に応じた電流を流す。ここで、画素回路を複数の画素
間で共用することで、１画素当たりの画素回路の素子数
を削減できる。
【００３３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００３４】［第１実施形態］図１は、本発明の第１実
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施形態に係るアクティブマトリクス型表示装置の構成を
示すブロック図である。図１において、画素毎に設けら
れる発光素子として、流れる電流によって輝度が変化す
る電気光学素子、例えば有機ＥＬ素子１１（１１Ａ，１
１Ｂ）が用いられており、この有機ＥＬ素子１１が画素
単位でマトリクス状（行列状）に配置されている。ここ
では、２ｎ行×ｍ列の画素配列を例に採って示してい
る。
【００３５】この画素配列において、複数の画素、例え
ば上下に隣り合う２画素の各有機ＥＬ素子１１Ａ，１１
Ｂに対して、輝度情報に応じた電流を流す画素回路１２
が共通に設けられている。すなわち、１つの画素回路１
２を、上下に隣り合う２画素分の有機ＥＬ素子１１Ａ，
１１Ｂの駆動に共用する構成となっている。したがっ
て、２ｎ行×ｍ列の画素配列に対して、画素回路１２を
行単位で選択するｎ本の走査線１３－１～１３－ｎと、
各画素回路１２に輝度データを供給するｍ本のデータ線
１４－１～１４－ｍがマトリクス状に配線されている。
【００３６】また、画素の各々には、上下に隣り合う２
画素分の有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂを駆動選択するた
めの一対の選択スイッチ１５Ａ，１５Ｂが２行単位で設
けられている。これに伴い、これら選択スイッチ１５
Ａ，１５Ｂを行単位で順に時分割的に駆動して、駆動対
象の有機ＥＬ素子１１Ａ／１１Ｂを選択する２系統の選
択線１６Ａ－１～１６Ａ－ｎ，１６Ｂ－１～１６Ｂ－ｎ
が２行単位で配線されている。
【００３７】有機ＥＬ素子１１が行列状に配置されてな
る画素部に対して、例えば、図の左側にはｎ本の走査線
１３－１～１３－ｎを選択駆動する走査線駆動回路１７
が、図の右側には２系統の選択線１６Ａ－１～１６Ａ－
ｎ，１６Ｂ－１～１６Ｂ－ｎを選択駆動する選択線駆動
回路１８が、図の下側にはｍ本のデータ線１４－１～１
４－ｍに対して輝度データを供給するデータ線駆動回路
１９がそれぞれ配置されている。
【００３８】走査線駆動回路１７は例えばｎ段の転送段
のシフトレジスタからなり、各転送段の出力端に走査線
１３－１～１３－ｎの各一端が接続されている。選択線
駆動回路１８は例えば２ｎ段の転送段のシフトレジスタ
からなり、各転送段の出力端の前半部分に選択線１６Ａ
－１～１６Ａ－ｎの各一端が、後半部分に選択線１６Ｂ
－１～１６Ｂ－ｎの各一端がそれぞれ接続されている。
すなわち、選択線駆動回路１８による駆動により、先
ず、奇数行の選択線１６Ａ－１～１６Ａ－ｎが順に選択
され、次いで偶数行の選択線１６Ｂ－１～１６Ｂ－ｎが
順に選択されるようになっている。
【００３９】（第１回路例）次に、画素回路１２の具体
的な回路構成について説明する。図２は、画素回路１２
の第１回路例を示す回路図であり、図中、図１と同等部
分には同一符号を付して示している。また、図２では、
上下に隣り合う２画素分の回路構成を示している。
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【００４０】図２において、上下に隣り合う２画素分の
有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂは、各カソードが第１の電
源、例えばグランドに接続（接地）されている。有機Ｅ
Ｌ素子１１Ａ，１１Ｂの各アノードには、選択スイッチ
１５Ａ，１５Ｂの各一端、例えばＰｃｈのＴＦＴ１５
Ａ，１５Ｂの各ドレインが接続されている。これらＴＦ
Ｔ１５Ａ，１５Ｂは、各ソースがノードＮに共通に接続
され、各ゲートが選択線１６Ａ（１６Ａ－１～１６Ａ－
ｎ），１６Ｂ（１６Ｂ－１～１６Ｂ－ｎ）にそれぞれ接
続されている。
【００４１】ノードＮには、例えばＰｃｈのＴＦＴ２１
のドレインが接続されている。ＴＦＴ２１のソースは、
第２の電源、例えば正電源Ｖｃｃに接続されている。Ｔ
ＦＴ２１のゲートには、キャパシタ２２の一端が接続さ
れ、その他端は正電源Ｖｃｃに接続されている。ＴＦＴ
２１のゲートにはさらに、例えばＮｃｈのＴＦＴ２３の
ドレインが接続されている。ＴＦＴ２３は、ソースがデ
ータ線１４（１４－１～１４－ｍ）に接続され、ゲート
が走査線１３（１３－１～１３－ｎ）に接続されてい
る。
【００４２】次に、上記構成の第１実施形態に係るアク
ティブマトリクス型表示装置、即ちアクティブマトリク
ス型有機ＥＬ表示装置における具体的な動作について、
図３のタイミングチャートを用いて説明する。
【００４３】先ず、フレームの最初に、走査線駆動回路
１７による駆動により、先頭の走査線である走査線１３
－１を選択状態（高レベル）にし、１行目の各画素回路
１２のＴＦＴ２３をオン状態とする。これにより、デー
タ線１４－１～１４－ｍを通して与えられる輝度データ
が、ＴＦＴ２３を介してキャパシタ２２に書き込まれ
る。このとき、選択線駆動回路１８の駆動により、選択
線１６Ａ－１が選択状態（低レベル）にあり、選択線１
６Ｂ－１が非選択状態（高レベル）にあるので、ＴＦＴ
１５Ａがオン状態、ＴＦＴ１５Ｂがオフ状態となる。
【００４４】この状態において、ＴＦＴ２１は、キャパ
シタ２２に書き込まれた輝度データに応じた電流を、オ
ン状態にあるＴＦＴ１５Ａを通して有機ＥＬ素子１１Ａ
に流す。その結果、１行目の有機ＥＬ素子１１Ａが発光
状態となり、流れる電流に応じた輝度で発光する。一
方、ＴＦＴ１５Ｂがオフ状態にあるため、２行目の有機
ＥＬ素子１１Ｂには電流が流れず、当該有機ＥＬ素子１
１Ｂは消灯状態となる。
【００４５】次に、走査線駆動回路１７による駆動によ
り、走査線１３－２を選択する。この走査線１３－２の
選択時にも、走査線１３－１の選択時と同様の画素回路
１２の回路動作により、３行目の有機ＥＬ素子１１Ａが
発光状態となり、４行目の有機ＥＬ素子１１Ｂが消灯状
態となる。以降、同様にして、走査線１３－３，…，１
３－ｎを選択しながら輝度データの書き込み動作を行う
ことにより、画面の奇数行の有機ＥＬ素子１１Ａが発光
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する。
【００４６】しかる後、走査線駆動回路１７による駆動
により、再び走査線１３－１を選択し、１行目の各画素
回路１２のＴＦＴ２３を介してキャパシタ２２に輝度デ
ータを書き込む。このとき、選択線駆動回路１８の駆動
により、選択線１６Ａ－１が非選択状態にあり、選択線
１６Ｂ－１が選択状態にあるため、ＴＦＴ１５Ａがオン
状態、ＴＦＴ１５Ｂがオフ状態となる。これにより、キ
ャパシタ２２に書き込まれた輝度データに応じた電流
が、ＴＦＴ２１およびＴＦＴ１５Ｂを通して有機ＥＬ素
子１１Ｂに流れる。
【００４７】その結果、２行目の有機ＥＬ素子１１Ｂが
発光状態となり、流れる電流に応じた輝度で発光する。
一方、ＴＦＴ１５Ａがオフ状態にあるため、１行目の有
機ＥＬ素子１１Ａには電流が流れず、当該有機ＥＬ素子
１１Ａは消灯状態となる。以降、同様にして、走査線１
３－２，…，１３－ｎを選択しながら輝度データの書き
込み動作を行うことにより、画面の偶数行の有機ＥＬ素
子１１Ｂが発光し、１フレーム分の輝度データの書き込
みが完了する。
【００４８】上述したように、輝度情報に応じた電流を
有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂに流す画素回路１２とし
て、２個のＴＦＴ２１，２３および１個のキャパシタ２
２からなる画素回路を用い、この画素回路１２を例えば
上下に隣り合う２画素間で共用するようにしたことによ
り、選択用のトランジスタ（ＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂ）が
追加されるものの、４個のＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂ，２
１，２３および１個のキャパシタ２２で２画素分の画素
回路を構成できる。
【００４９】すなわち、当該画素回路１２を各画素毎に
配した場合には、２画素分で４個のＴＦＴおよび２個の
キャパシタが必要となるのに比べて、大きな面積を占有
しがちなキャパシタを１個削減できる。したがって、そ
の分だけ製造歩留まりを向上できる。また、キャパシタ
を１個削減できる分だけ画素面積を縮小できるため、画
素ピッチを狭くすることが可能となり、ディスプレイの
高解像度化、高精細化が図れる。
【００５０】とりわけ、奇数行の画素全体への輝度デー
タの書き込みと、偶数行の画素全体への輝度データの書
き込みとを交互に行う駆動方式を採っているため、画像
信号がインターレース（飛び越し）走査方式に対応した
ものである場合には、この画像信号をそのまま用いて表
示駆動を行うことが可能であるとともに、なんら表示品
位の低下を来すことがなく、インターレース走査対応の
画像信号の表示に特に有用なものとなる。
【００５１】一方、画像信号がプログレッシブ（順次）
走査方式に対応したものである場合は、外部に画像メモ
リを用意しておき、１フレームの前半において例えば偶
数行の輝度データを画像メモリに一時的に格納する一
方、奇数行の輝度データを先に書き込み、後半に偶数行
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の輝度データを画像メモリから読み出して書き込むとい
う駆動方法を採るようにすれば良い。
【００５２】あるいは、フレーム周波数が標準的な６０
Ｈｚ程度の値であれば、あるフレームでは偶数行のみ、
次のフレームでは奇数行のみというように交互に書き込
みを行えばフリッカーを生ずることがないので、実用的
な画質を得つつ駆動周波数を半減することができる。こ
の場合、動画の解像度は低下するが、静止画については
２ｎ行×ｍ列分の解像度を持った画像を得ることができ
る。
【００５３】［第１実施形態の変形例］図４は、本発明
の第１実施形態の変形例に係るアクティブマトリクス型
表示装置の構成を示すブロック図であり、図中、図１と
同等部分には同一符号を付して示している。
【００５４】第１実施形態に係るアクティブマトリクス
型表示装置では、２系統（Ａ，Ｂ）の有機ＥＬ素子１１
Ａ，１１Ｂを行毎に交互に配置した画素配列を採ってい
るのに対して、本変形例に係るアクティブマトリクス型
表示装置では、２系統の有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂに
ついて、行毎および列毎に交互に配置したいわゆる市松
模様の画素配列を採っている点で相違しており、それ以
外の基本的な構成については同じである。市松模様の画
素配列を実現するために、２系統の選択線１６Ａ（１６
Ａ－１～１６Ａ－ｎ），１６Ｂ（１６Ｂ－１～１６Ｂ－
ｎ）が各行において例えば１画素毎にクロスする配線構
造が採られている。
【００５５】これにより、第１のデータ線（奇数列のデ
ータ線１４－１，１４－３，……，１４－ｍ－１）上の
画素において、奇数行の画素全体への輝度データの書き
込みと、偶数行の画素全体への輝度データの書き込みと
が交互に行われる一方、第１のデータ線上の奇数行の画
素に輝度データの書き込みが行われる間、これに隣接す
る第２のデータ線（奇数列のデータ線１４－２，１４－
４，……，１４－ｍ）上の偶数行の画素に対して輝度デ
ータの書き込みが行われ、第１のデータ線上の偶数行の
画素に輝度情報の書き込みが行われる間、第２のデータ
線上の奇数行の画素に対して輝度データの書き込みが行
われる。
【００５６】その結果、選択線駆動回路１８から１番目
の選択パルスが出力されると、１行目における１列目、
３列目、……、ｍ－１列目の有機ＥＬ素子１１Ａと、２
行目における２列目、４列目、……、ｍ列目の有機ＥＬ
素子１１Ａとが発光し、次いで選択線駆動回路１８から
２番目の選択パルスが出力されると、２行目における１
列目、３列目、……、ｍ－１列目の有機ＥＬ素子１１Ｂ
と、１行目における２列目、４列目、……、ｍ列目の有
機ＥＬ素子１１Ｂとが発光し、……という具合に、垂直
走査に同期して走査線上の左右に隣接する２画素のうち
の一方が発光するように駆動が行われる。
【００５７】第１実施形態に係るアクティブマトリクス
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型表示装置では、先ず全画面の奇数行の画素全体への書
き込みを行い、その後偶数行の画素全体への書き込みを
行うインターレース走査方式であり、先述したように、
フレーム周波数が６０Ｈｚ程度であればフリッカーが生
じない。しかしながら、６０Ｈｚのフレーム周波数で全
画素をプログレッシブ走査する場合に比べると、視覚的
に走査線が目立ち易いという欠点がある。これは、画素
が走査線単位で点灯（発光）および消灯を繰り返してい
ることに起因するものである。
【００５８】これに対して、本変形例に係るアクティブ
マトリクス型表示装置では、垂直走査に同期して走査線
上の左右に隣接する２画素のうちの一方が発光するよう
に駆動を行うようにしているため、視覚的に走査線が目
立ちにくくなる。なお、図４では簡単のため、単色の表
示装置を模しているが、カラー表示装置の場合には、各
色毎に図４の構成を採るようにすれば良い。
【００５９】なお、上記実施形態およびその変形例で
は、１つの画素回路１２を上下に隣り合う２画素間で共
用するとしたが、これに限られるものではなく、３画素
以上の画素間で共用するように拡張することも可能なこ
とは明らかである。ただし、多くの画素で１つの画素回
路１２を共用するようにした場合は、一つ一つの有機Ｅ
Ｌ素子の発光時間が短くなるので、同じ時間平均輝度を
するためには、有機ＥＬ素子のピーク輝度を高くする必
要がある。
【００６０】また、上記実施形態およびその変形例で
は、画素の表示素子として、有機ＥＬ素子を用いたアク
ティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置に適用した場合を
例に採って説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、流れる電流によって輝度が変化する電気光学
素子を表示素子として用いたアクティブマトリクス型表
示装置全般に適用し得るものである。
【００６１】（第２回路例）図５は、画素回路１２の第
２回路例を示す回路図であり、図中、図２と同等部分に
は同一符号を付して示している。また、図５でも、上下
に隣り合う２画素分の回路構成を示している。
【００６２】図５において、上下に隣り合う２画素分の
有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂは、各カソードが接地され
ている。有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂの各アノードに
は、選択スイッチ１５Ａ，１５Ｂの各一端、例えばＰｃ
ｈのＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂの各ドレインが接続されてい
る。これらＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂは、各ソースがノード
Ｎに共通に接続され、各ゲートが選択線１６Ａ（１６Ａ
－１～１６Ａ－ｎ），１６Ｂ（１６Ｂ－１～１６Ｂ－
ｎ）にそれぞれ接続されている。
【００６３】ノードＮには、例えばＰｃｈのＴＦＴ３１
のドレインが接続されている。ＴＦＴ３１のソースは正
電源Ｖｃｃに接続されている。ＴＦＴ３１のゲートとド
レインとの間には、例えばＮｃｈのＴＦＴ３２が接続さ
れている。ＴＦＴ３２のゲートは、リセット線３６に接
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13
続されている。ＴＦＴ３１のゲートには、キャパシタ３
３の一端が接続されている。キャパシタ３３の他端と正
電源Ｖｃｃとの間にはキャパシタ３４が接続されてい
る。キャパシタ３３の他端にはさらに、例えばＮｃｈの
ＴＦＴ３５のドレインが接続されている。ＴＦＴ３５
は、ソースがデータ線１４（１４－１～１４－ｍ）に接
続され、ゲートが走査線１３（１３－１～１３－ｎ）に
接続されている。
【００６４】上記構成の第２回路例に係る画素回路は、
その基本的な機能については、従来例１として挙げた図
１０の画素回路と同様であるが、本例では、例えば上下
に隣り合う２画素間で共用化されている点が特徴となっ
ている。すなわち、第２回路例に係る画素回路を、第１
回路例に係る画素回路と同様に、図１あるいは図４に示
す如くマトリクス状に配置すれば、アクティブマトリク
ス型有機ＥＬ表示装置を構成することができる。なお、
リセット線３６については、走査線１３や選択線１６
Ａ，１６Ｂと同様に、２行毎に１本ずつ配線されること
になる。
【００６５】ここで、その具体的な動作について、図６
のタイミングチャートを用いて説明する。
【００６６】先ず、選択線１６Ａを非選択状態（高レベ
ル）、選択線１６Ｂを選択状態（低レベル）とした状態
において、走査線１３およびリセット線３６を選択状態
（共に高レベル）とし、スイッチ用ＴＦＴ３２によって
駆動用ＴＦＴ３１のゲート・ドレイン間を短絡する。次
いて、選択線１６Ｂを非選択状態（高レベル）とする
と、ＴＦＴ１５Ｂがオフ状態となることにより、図１０
の画素回路の場合と同様にリセット動作が行われる。リ
セット動作が完了したら、リセット線３６を非選択状態
（低レベル）に戻す。
【００６７】続いて、データ線１４にΔＶｏｄｄの電位
変化を与え、しかる後走査線１３を非選択状態（低レベ
ル）とすることで、ＴＦＴ３５を通してのキャパシタ３
４への輝度データの書き込みが完了する。そして、選択
線１６Ａを選択状態（低レベル）とすれば、ＴＦＴ１５
Ａがオン状態となる。このとき、選択線１６Ｂは非選択
状態のままであり、ＴＦＴ１５Ｂはオフ状態にある。
【００６８】この状態において、ＴＦＴ３１は、キャパ
シタ３４に書き込まれた輝度データに応じた電流を、オ
ン状態にあるＴＦＴ１５Ａを通して有機ＥＬ素子１１Ａ
に流す。その結果、有機ＥＬ素子１１Ａが発光状態とな
り、流れる電流に応じた輝度で発光する。一方、ＴＦＴ
１５Ｂがオフ状態にあるため、有機ＥＬ素子１１Ｂには
電流が流れず、当該有機ＥＬ素子１１Ｂは消灯状態とな
る。
【００６９】その後、走査線１３（１３－１～１３－
ｎ）を順次選択しながら輝度データの画素への書き込み
動作を行うことにより、画面の奇数行の有機ＥＬ素子１
１Ａが発光する。奇数行について輝度データの書き込み
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動作が終了したら、再び最初の走査線から偶数行につい
て輝度データの書き込み動作を行うようにすることで、
画面の偶数行の有機ＥＬ素子１１Ｂが発光し、１フレー
ム分の輝度データの書き込みが完了する。
【００７０】上述したように、第２回路例に係る画素回
路を例えば上下に隣り合う２画素間で共用化することに
より、５個のＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂ，３１，３２，３５
および２個のキャパシタ３３，３４で２画素分の画素回
路を構成できる。すなわち、図１０の画素回路を各画素
毎に配した場合は、２画素分で８個のＴＦＴおよび４個
のキャパシタが必要となるのに対して、トランジスタ３
個とキャパシタ２個を削減できる。したがって、その分
だけ製造歩留まりを向上できる。また、信号線について
も２本削減でき、しかも大きな面積を占有しがちなキャ
パシタを２個削減できる分だけ画素面積を大幅に縮小で
きるため、画素ピッチをさらに狭くすることが可能とな
り、ディスプレイのさらなる高解像度化、高精細化が図
れる。
【００７１】（第３回路例）図７は、画素回路１２の第
３回路例を示す回路図であり、図中、図２と同等部分に
は同一符号を付して示している。また、図７でも、上下
に隣り合う２画素分の回路構成を示している。
【００７２】図７において、上下に隣り合う２画素分の
有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂは、各カソードが接地され
ている。有機ＥＬ素子１１Ａ，１１Ｂの各アノードに
は、選択スイッチ１５Ａ，１５Ｂの各一端、例えばＰｃ
ｈのＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂの各ドレインが接続されてい
る。これらＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂは、各ソースがノード
Ｎに共通に接続され、各ゲートが選択線１６Ａ（１６Ａ
－１～１６Ａ－ｎ），１６Ｂ（１６Ｂ－１～１６Ｂ－
ｎ）にそれぞれ接続されている。
【００７３】ノードＮには、例えばＰｃｈのＴＦＴ４１
のドレインが接続されている。ＴＦＴ４１のソースは正
電源Ｖｃｃに接続されている。ＴＦＴ３１のゲートと正
電源４２との間にはキャパシタ４２が接続されている。
ＴＦＴ４１のゲートにはさらに、例えばＮｃｈのＴＦＴ
４３のドレインが接続されている。ＴＦＴ４３のゲート
は、走査線１３に接続されている。ＴＦＴ４３のソース
には、例えばＰｃｈのＴＦＴ４４のゲートおよびドレイ
ンが共通に接続されている。ＴＦＴ４４のソースは正電
源Ｖｃｃに接続されている。ＴＦＴ４４のゲート・ドレ
インとデータ線１４との間にはＴＦＴ４５が接続されて
いる。ＴＦＴ４５のゲートは走査線１３に接続されてい
る。
【００７４】上記構成の第３回路例に係る画素回路は、
その基本的な機能については、従来例２として挙げた図
１２の画素回路と同様であるが、本例では、例えば上下
に隣り合う２画素間で共用化されている点が特徴となっ
ている。すなわち、第３回路例に係る画素回路を、第
１，第２回路例に係る画素回路と同様に、図１あるいは
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図４に示す如くマトリクス状に配置すれば、アクティブ
マトリクス型有機ＥＬ表示装置を構成することができ
る。
【００７５】このように、第３回路例に係る画素回路を
例えば上下に隣り合う２画素間で共用化することによ
り、６個のＴＦＴ１５Ａ，１５Ｂ，４１，４２，４４，
４５および１個のキャパシタ４２で２画素分の画素回路
を構成できる。すなわち、図１２の画素回路を各画素毎
に配した場合は、２画素分で８個のＴＦＴおよび１個の
キャパシタが必要となるのに対して、トランジスタ２個
とキャパシタ１個を削減できる。したがって、その分だ
け製造歩留まりを向上できる。また、大きな面積を占有
しがちなキャパシタを１個削減できる分だけ画素面積を
縮小できるため、画素ピッチを狭くすることが可能とな
り、ディスプレイの高解像度化、高精細化が図れる。
【００７６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
画素回路を複数の画素間で時分割的に共用することによ
り、１画素当たりの画素回路の素子数を削減できる。特
に、ＴＦＴの特性ばらつきの補償機能を有するために、
複雑な回路構成の画素回路を使用するような場合には、
当該画素回路を複数の画素間で共用することにより、１
画素当たりのトランジスタ数やキャパシタ数を効果的に
削減することが可能であるため、製造歩留まりを向上さ
せることが可能であるとともに、高精細のディスプレイ
の実現が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係るアクティブマトリ
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クス型表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】画素回路の第１回路例を示す回路図である。
【図３】第１回路例に係る画素回路の回路動作のタイミ
ングチャートである。
【図４】第１実施形態の変形例に係るアクティブマトリ
クス型表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図５】画素回路の第２回路例を示す回路図である。
【図６】第２回路例に係る画素回路の回路動作のタイミ
ングチャートである。
【図７】画素回路の第３回路例を示す回路図である。
【図８】電圧書き込み型の基本的な画素回路の回路構成
を示す回路図である。
【図９】アクティブマトリクス型表示装置の構成例を示
すブロック図である。
【図１０】従来例１に係る画素回路を示す回路図であ
る。
【図１１】従来例１に係る画素回路の回路動作のタイミ
ングチャートである。
【図１２】従来例２に係る画素回路を示す回路図であ
る。
【符号の説明】
１１Ａ，１１Ｂ…有機ＥＬ素子、１２…画素回路、１
３，１３－１～１３－ｎ…走査線、１４，１４－１～１
４－ｍ…データ線、１５Ａ，１５Ｂ…選択スイッチ、１
６Ａ，１６Ａ－１～１６Ａ－ｎ，１６Ｂ，１６Ｂ－１～
１６Ｂ－ｎ…選択線、１７…走査線駆動回路、１８…選
択線駆動回路、１９…データ線駆動回路

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：与基本电压写入型像素电路相比，增加具有补偿TFT特性
变化的功能的像素电路中的元件数量。 在有源矩阵型有机EL显示装置
中，由两个TFT 21和23以及一个电容器22组成并且使与亮度信息相对应
的电流流向有机EL元件的像素电路由两个垂直相邻的像素形成。 有机EL
元件11A和11B共有的，并且通过利用选择TFT 15A和15B适当地选择有
机EL元件11A和11B，在垂直相邻的两个像素之间时分共享像素电路。 
这样，减少了每个像素的像素电路的元件数量。
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